
町
長
動
静　

３
月

２
日　

長
島
高
校
卒
業
式
・
閉
校
式

                                     （
長
島
高
校
）

７
日　

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

                                 （
長
島
町
役
場
）

８
日　

自
衛
隊
入
隊
者
壮
行
会

                                 （
長
島
町
役
場
）

　
　
　

長
島
町
み
ど
り
推
進
協
議
会

                             （
役
場
指
江
庁
舎
）

９
〜
22
日　

長
島
町
議
会

                                 （
長
島
町
役
場
）

９
日　

漁
業
環
境
保
全
研
究
会

                                             （
町
内
）

13
日　

中
学
校
卒
業
式　

 　

   （
町
内
）

16
日　

県
漁
業
信
用
基
金
協
会
理
事
会

20
日　
「
長
島
地
区
赤
土
バ
レ
シ
ョ
」　

　
　
　

か
ご
し
ま
ブ
ラ
ン
ド
産
地
指
定

　
　
　

10
周
年
記
念
大
会

                     （
長
島
町
文
化
ホ
ー
ル
）

23
日　

長
島
町
農
業
委
員
会
総
会

                             （
役
場
指
江
庁
舎
）

27
日　

マ
ン
ダ
リ
ン
フ
ェ
ス
タ

          （
長
島
町
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー
）

28
日　

県
町
村
会
関
係
団
体
等
総
会

                                     （
鹿
児
島
市
）

29
日　

阿
久
根
地
区
消
防
組
合
議
会

                                     （
阿
久
根
市
）

　
　
　

北
薩
広
域
行
政
事
務
組
合
議
会

                                         （
出
水
市
）

４
月
は
軽
自
動
車
税
の
納
付
月

『
納
期
限
は
５
月
１
日
（
火
）』

　

４
月
か
ら
平
成
19
年
度
が
ス
タ
ー
ト
し

ま
す
。
町
税
の
納
期
限
内
納
入
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

納
税
は
、
納
期
内
納
入
が
原
則
で
す

が
、
納
税
組
合
ご
と
に
納
入
状
況
を
分

析
す
る
と
、
12
月
に
一
括
完
納
さ
れ
る
方

や
、
年
度
末
の
３
月
に
完
納
さ
れ
る
方
が

多
く
、
納
期
内
納
入
率
低
下
の
要
因
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　

納
期
内
納
入
率
が
低
下
す
る
と
、
公
共

事
業
な
ど
に
支
払
う
費
用
が
不
足
し
、
銀

行
な
ど
か
ら
一
時
借
り
入
れ
す
る
こ
と
に

な
り
、
町
の
仕
事
に
支
障
を
き
た
し
ま

す
。
町
税
は
、
ま
ち
の
活
力
を
支
え
る
大

切
な
自
主
財
源
で
す
。
納
期
ご
と
の
納
期

内
納
入
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
、
納
期
ご
と

に
預
金
通
帳
か
ら
自
動
的
に
引
き
落
し
が

で
き
、
納
税
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け

る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
忙
し
い
方
、
不

在
が
ち
な
方
に
は
特
に
便
利
で
す
。
ま

た
、
納
付
を
忘
れ
、
延
滞
金
（
年
利
14
・

６
％
）
を
納
め
る
こ
と
に
な
る
心
配
も
あ

り
ま
せ
ん
。
口
座
引
落
日
は
納
付
月
の
25

日
（
25
日
が
土
、
日
曜
、
祝
日
の
場
合
は

翌
営
業
日
）
で
す
。

◎
口
座
振
替
申
込
の
方
法

準
備
す
る
も
の

引
き
落
し
を
す
る
通
帳
と
届
け
出
の
印
鑑

申
込
場
所

引
き
落
し
た
い
口
座
の
あ
る
金
融
機
関

申
込
用
紙
の
設
置
場
所

各
金
融
機
関
、
役
場
税
務
課
ま
た
は
総
合

管
理
課

申
し
込
み
の
で
き
る
金
融
機
関

鹿
児
島
い
ず
み
農
業
協
同
組
合
東
事
業
所

お
よ
び
長
島
事
業
所
／
鹿
児
島
相
互
信
用

金
庫
長
島
支
店
お
よ
び
西
長
島
支
店
／
鹿

児
島
県
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
東
町

支
店
／
町
内
の
郵
便
局

◎
軽
自
動
車
税

　

身
体
障
害
者
や
精
神
障
害
者
が
所
有
す

る
軽
自
動
車
で
、
障
害
者
本
人
が
日
常
生

活
用
と
し
て
運
転
す
る
場
合
、
ま
た
は
障

害
者
の
通
院
・
通
学
・
通
所
な
ど
の
た
め

に
、
生
計
を
同
一
に
す
る
方
が
運
転
す
る

場
合
に
減
免
（
１
人
１
台
に
限
り
ま
す
）

で
き
ま
す

◎
固
定
資
産
税

　

生
活
保
護
受
給
者
や
公
益
の
た
め
直
接

占
有
す
る
固
定
資
産
（
自
治
公
民
館
の
敷

地
を
無
料
で
借
用
し
て
い
る
場
合
）、
災

害
な
ど
に
よ
り
著
し
く
価
格
を
減
じ
た
固

定
資
産
な
ど
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
「
町
税
減
免
申
請
書
」
は
、
前
年
度
申

請
者
お
よ
び
各
納
税
組
合
長
宛
に
送
付
し

ま
す
の
で
、
納
期
限
の
７
日
前
ま
で
に
税

務
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

軽
自
動
車
税
の
減
免
該
当
者
は
、
減
免

申
請
書
と
障
害
者
手
帳
等
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
，
税
務
課
ま
で
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

　

税
務
課
で
は
、
平
成
18
年
度
に
登
録
さ

れ
た
町
内
の
土
地
と
家
屋
の
縦
覧
を
４
月

１
日
か
ら
６
月
１
日
ま
で
実
施
し
ま
す
。

　

納
税
義
務
者
本
人
の
所
有
以
外
の
土

地
・
家
屋
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
項
目
に

限
り
縦
覧
が
で
き
ま
す
。
納
税
義
務
者
本

人
の
課
税
台
帳
の
閲
覧
は
一
年
（
い
ず
れ

も
、
土
・
日
・
祝
祭
日
を
除
き
ま
す
）
を

通
し
て
で
き
ま
す
。

　

特
に
、
平
成
18
年
中
に
土
地
の
異
動
を

さ
れ
た
方
や
、
家
屋
を
新
築
・
増
築
さ
れ

た
方
は
早
め
に
閲
覧
し
て
く
だ
さ
い
。
代

理
の
方
が
課
税
台
帳
を
閲
覧
さ
れ
る
場
合

は
委
任
状
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

縦
覧
・
閲
覧
に
お
越
し
の
際
に
は
、
必

ず
印
鑑
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

長
島
町
役
場　

税
務
課

℡
０
９
９
６
‐
８
６
‐
１
１
１
１
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